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船舶事故調査報告書 

 

平成２６年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年１２月１６日 ０７時２５分ごろ（１件目の事故） 

平成２５年１２月１６日 ０７時３８分ごろ（２件目の事故） 

発生場所 鹿児島県龍郷
たつごう

町竜郷
たつごう

港 

（１件目の事故） 

 竜郷港阿丹
あ た ん

埼北東方照射灯から真方位２０６°２,０７０ｍ付近 

 （概位 北緯２８°２５.３′ 東経１２９°３５.８′） 

（２件目の事故） 

竜郷港阿丹埼北東方照射灯から真方位２０９°２,２００ｍ付近 

（概位 北緯２８°２５.２′ 東経１２９°３５.７′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（那

覇事務所）を指名した。また、平成２６年１月７日、１人の地方事故

調査官を追加指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油タンカー たまりき丸、４９９トン 

 １４１２６６、玉力汽船株式会社 

 ６０.００ｍ（Lr）×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,１７６kＷ、平成２２年４月２８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６４歳 

 四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４６年１０月２９日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２５年８月７日 

  免状有効期間満了日 平成３１年７月５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷 

 事故の経過 

 

 

 

 

 

 

（１件目の事故） 

本船は、船長ほか４人が乗り組み、Ｃ重油約１,０００kℓを積み、

船首約３.３０ｍ、船尾約４.６０ｍの喫水により、船長が単独で操船

し、乗組員を入港配置に就け、竜郷港の九州電力竜郷発電所ドルフィ

ン桟橋（以下「本件桟橋」という。）に向け、龍郷町マサキ鼻東南東

方沖を０.２５海里レンジとしたレーダー画面に表示した針路線に沿

い、約４ノットの対地速力で手動操舵によって南西進した。 
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 船長は、本件桟橋への可航域が分かるよう、本件桟橋から０６０°

  

 

  

（真方位、以下同じ。）５２５ｍ付近に設置された灯浮標（以下「１

番灯浮標」という。）及び０７３°２５０ｍ付近に設置された灯浮標

（以下「２番灯浮標」という。）を結ぶ見通し線（以下「本件見通し

線」という。）をレーダー画面に表示し、陸上の目標物を目視して船

位を確認しながら、本件見通し線から約１０ｍを離す予定で１番灯浮

標に接近した。 

船長は、本件見通し線と針路のなす角度がふだんより大きく感じら

れたので、本件見通し線寄りに船位を修正しようと思った平成２５年

１２月１６日０７時２５分ごろ、本船が、１番灯浮標の東北東方約６

０ｍの浅所に乗り揚げた。 

（２件目の事故） 

船長は、乗り揚げたときに衝撃を感じておらず、また、後進をかけ

たところ、離礁したので、船底外板に損傷はないものと思い、後方へ

約９０ｍ下がって本件桟橋への進入をやり直すことにした。 

 船長は、本船が南方を向いていたので、舵効を得るため、前進半速

とし、舵とバウスラスターを併用して右回頭しながら、１番灯浮標を

右方至近距離に見て通過したものの、右回頭が止まらずに本件見通し

線を通過し、０７時３８分ごろ、本船が、１番灯浮標と２番灯浮標の

間の浅所に乗り揚げて左舷側に傾いた。 

 本船は、乗揚後、両舷の錨を投錨して船固めを行い、会社手配のタ

グボートの到着を待つうち、１８日０４時００分ごろ、自然離礁した

ので、本件桟橋へ着桟した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 推定航行経路図、付表１

ＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風速 約３m/s、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期、潮高 約１６３cm 

 その他の事項 

 

船長は、１件目の事故後、本件見通し線と針路のなす角度がふだん

より大きいと感じた際、満潮から間がないこともあり、乗り揚げると

は思わなかった。 

船長は、１件目の事故後に離礁した際、可航域が狭いので、推進器

及び舵が浅所に接触しないように慎重に後進をかけたので、十分に下

がることができなかった。 

船長は、２件目の事故後、進入をやり直す際、竜郷湾内の広い水域

まで戻り、ふだんの態勢で進入すべきであったと思った。 

船長は、予定経路上の最狭部の可航幅が約３０ｍであると認識して

いた。 

船長は、本船の乗組員として約２０回、本件桟橋に着桟した経験が

あった。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

（１件目の事故） 

本船は、マサキ鼻東南東方沖を本件桟橋に向けてレーダー画面に表

示した針路線に沿って航行中、船長が、陸上の目標物を目視して船位

を確認しながら、本件見通し線から南東側へ約１０ｍを離す予定で１

番灯浮標に接近したものの、本件見通し線から予定より離れて航行し

ていたことから、１番灯浮標から東北東方約６０ｍの浅所に乗り揚げ

たものと考えられる。 

（２件目の事故） 

本船は、後進をかけて離礁し、本件桟橋に向けて進入をやり直す

際、船長が、前進半速とし、舵とバウスラスターを併用して右回頭し

た際、右回頭が止まらなかったことから、本件見通し線を通過して１

番灯浮標と２番灯浮標の間の浅所に進入し、同浅所に乗り揚げたもの

と考えられる。 

原因 （１件目の事故） 

本事故は、本船が、マサキ鼻東南東方沖を本件桟橋に向けてレーダ

ー画面に表示した針路線に沿って航行中、船長が、陸上の目標物を目

視して船位を確認しながら、本件見通し線から南東側へ約１０ｍを離

す予定で１番灯浮標に接近したものの、本件見通し線から予定より離

れて航行していたため、１番灯浮標から東北東方約６０ｍの浅所に乗

り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

（２件目の事故） 

本事故は、本船が、マサキ鼻東南東方沖を本件桟橋に向けて航行

中、船長が、浅所に乗り揚げて進入をやり直すに際し、右回頭が止ま

らなかったため、本件見通し線を通過して１番灯浮標と２番灯浮標の

間の浅所に進入し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・狭い水域における船橋当直は、指揮者と操舵者の２人配置とする

ことが望ましい。 
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        付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 付図２ 推定航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件目の事故発生場所 

（平成２５年１２月１６日０７時２５分ごろ発生） 

       ２件目の事故発生場所 

（平成２５年１２月１６日０７時３８分ごろ発生）

）

１件目の事故発生場所 

本件桟橋 

２件目の事故発生場所 

マサキ鼻 竜郷湾
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付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

(時:分:秒) 

船 位（北緯、東経） 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

07:24:26 28-25-16.6 129-35-51.4 225 224.9 4.5 

07:24:45 28-25-15.5 129-35-50.2 227 222.9 4.4 

07:24:56 28-25-15.1 129-35-49.7 234 235.1 2.6 

07:25:06 28-25-14.9 129-35-49.4 232 241.2 1.6 

07:25:25 28-25-14.9 129-35-49.3 226 249.1 0.0 

07:25:45 28-25-14.9 129-35-49.3 229 229.5 0.1 

07:26:06 28-25-14.9 129-35-49.3 235 182.0 0.1 

07:26:25 28-25-14.8 129-35-49.4 243 155.7 0.2 

07:27:06 28-25-14.8 129-35-49.5 258 124.0 0.2 

07:27:26 28-25-14.8 129-35-49.6 260 087.1 0.2 

07:27:57 28-25-14.8 129-35-49.6 263 024.1 0.3 

07:28:25 28-25-14.9 129-35-49.3 260 293.5 0.5 

07:28:36 28-25-14.9 129-35-49.3 260 286.0 0.5 

07:28:45 28-25-14.9 129-35-49.1 261 280.1 0.3 

07:33:55 28-25-17.8 129-35-50.0 233 207.1 1.1 

07:36:39 28-25-14.5 129-35-46.3 240 239.3 3.0 

07:37:01 28-25-13.9 129-35-45.1 239 237.2 3.8 

07:37:11 28-25-13.5 129-35-44.5 237 238.2 3.8 

07:37:21 28-25-13.2 129-35-44.0 235 233.2 2.3 

07:37:31 28-25-13.1 129-35-43.9 236 223.8 0.1 

07:37:40 28-25-13.1 129-35-43.9 236 223.8 0.1 

07:37:50 28-25-13.1 129-35-43.9 236 223.8 0.0 

   （注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 


